
 
広
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

広
島
県
規
則
第
五
十
八
号 

 
 
 

広
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
農
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
平
成
十
八
年
広
島
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



様
式
第
19号
（
第
３
条
関
係
）
 

 
農
業
経
営
規
程
設
定
（
変
更
・
廃
止
）
承
認
申
請
書
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

 
広
島
県
知
事
 
様
 

住
 
 
 
所
 

名
 
 
 
称
 

代
表
者
氏
名
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 農
業
協
同
組
合
法
第
11条

の
32第

１
項
（
第
３
項
）
の
規
定
に
よ
り
，
農
業
経
営
規
程
の
設
定
（
変
更
・
廃
止
）
の
承
認
を
受

け
た
い
の
で
，
次
の
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

 
添
付
書
類
 

１
 
設
定
す
る
場
合
 

 
設
定
し
よ
う
と
す
る
農
業
経
営
規
程
 

 
理
由
書
 

 
農
業
経
営
事
業
計
画
書
 

 
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類
 

ア
 
農
業
協
同
組
合
法
第
11条
の
31第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
又
は
会
員
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
 

イ
 
農
業
協
同
組
合
法
第
11条
の
31第
５
項
に
規
定
す
る
農
業
協
同
組
合
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ

る
議
決
を
行
っ
た
総
会
（
総
代
会
）
の
議
事
録
の
謄
本
又
は
抄
本
，
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
又
は
通
知
を
し
た

こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
同
条
第
８
項
の
規
定
に
よ
る
総
組
合
員
の
６
分
の
１
以
上
の
組
合
員
の
反
対
の
意
思
が
無
い
こ

と
を
証
す
る
書
類
 

 
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
農
業
協
同
組
合
法
第
11条
の
31第
９
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
を
行
っ
た
組

合
の
総
会
（
総
代
会
）
の
議
事
録
の
謄
本
又
は
抄
本
 

２
 
変
更
す
る
場
合
 

 
変
更
し
よ
う
と
す
る
農
業
経
営
規
程
の
新
旧
対
照
表
 

 
理
由
書
 

 
変
更
後
の
農
業
経
営
事
業
計
画
書
 

 
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類
 

ア
 
農
業
協
同
組
合
法
第
11条
の
31第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
又
は
会
員
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る

書
類
 

イ
 
農
業
協
同
組
合
法
第
11条
の
31第
５
項
に
規
定
す
る
農
業
協
同
組
合
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ

る
議
決
を
行
っ
た
総
会
（
総
代
会
）
の
議
事
録
の
謄
本
又
は
抄
本
，
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
又
は
通
知
を
し
た

こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
同
条
第
８
項
の
規
定
に
よ
る
総
組
合
員
の
６
分
の
１
以
上
の
組
合
員
の
反
対
の
意
思
が
無
い
こ

と
を
証
す
る
書
類
 

 
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
農
業
協
同
組
合
法
第
11条
の
31第
９
項
の
規
定
に
よ
る
議
決
を
行
っ
た
組

合
の
総
会
（
総
代
会
）
の
議
事
録
の
謄
本
又
は
抄
本
 

３
 
廃
止
す
る
場
合
 

 
廃
止
前
の
農
業
経
営
規
程
 

 
理
由
書
 

 
廃
止
に
伴
う
当
該
事
業
に
係
る
財
産
の
処
理
方
針
等
を
記
載
し
た
書
類
 

４
 
１
，
２
及
び
３
に
共
通
し
て
提
出
す
る
書
類
 

設
定
，
変
更
又
は
廃
止
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
議
決
を
行
っ
た
総
会
（
総
代
会
）
の
議
事
録
の
謄
本
又
は
抄
本
 

 注
 
１
 
不
用
の
文
字
は
消
す
こ
と
。
 

 
 
２
 
用
紙
の
大
き
さ
は
，
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。
 



附 

則 
 

こ
の
規
則
は
、
農
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
附
則
第
一
条

に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


